
中学生でも違反は違反 

２６０２１３ 
交通違反による交通反則通告制度が 4 月 1 日から実施されます。青切符が適

用されるのは、16 歳以上が対象となっていますが、自転車の交通違反に年
齢制限はありません。中学生でも違反は違反です！自転車を利用してい

て、交通事故の加害者となれば「高額賠償」が発生します。そうならないために

も、自転車の乗り方には常に注意をしましょう。特に歩行者に配慮した乗り方

を心掛けましょう。 
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